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工事のお知らせについて（情報提供） 

 

国土交通省関東地方整備局利根川下流河川事務所が発注した、神栖市太田地内の

利根川左岸土砂改良工事により、使用する土砂を神栖市深芝地先より搬出します。

工事期間中、車両の通行による騒音、振動及びほこり飛散等の低減に努力し、安全

面に細心の注意を払い、工事の早期完成を目指します。概要は下記のとおりです。 

 

 

記 

 

１　概要 

（１）工事内容：利根川左岸土砂改良工事 

（２）工事箇所：神栖市　太田　地内 

（３）期　　間：令和８年６月下旬から令和８年９月下旬まで（予定） 

（４）発 注 者：国土交通省 関東地方整備局 利根川下流河川事務所 

 

　　　　　　　※詳細については別紙 工事のお知らせ のとおり 

 

２　工事に関する問合先 

　　施工業者：松崎建設株式会社：０２９９－６４－２９１８ 

 

３　事業に関する問合先 

　　発注者：国土交通省　関東地方整備局　利根川下流河川事務所 

　　　　　　銚子出張所：０４７９－２２－１２５０
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